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2024年度やどかりの里活動方針
やどかりの里の価値を発信し，未来を展望する
－すべての人の尊厳が守られる社会を目指して－

Ⅰ　私たちを取り巻く状況

１）人権をめぐって
　石川県能登半島を中心に発生した最大震度
７の大地震の被害は甚大である．高齢化や過疎
が進んだ地域であり，液状化による道路の寸
断，上下水道の復旧も時間がかかっている．行
政や支援にあたる人々の蓄積した疲労も気が
かりだ．被災した支援者が１日も早く障害福祉
の事業所を再開しようと努力する一方で，地元
を離れて避難せざるを得ない人もいる．利用者
が半減，職員も避難のため職場に戻れず，深刻
な人手不足の状況が続いている．被災の現場に
は，日ごろ地域や現場が抱える現状や矛盾があ
ぶり出される．
　精神科病院での虐待や暴行，差別的処遇も
未だ続いている．総括所見では非自発的入院，
隔離，身体拘束など強制治療を認めるすべての
法規定の廃止を求めている．精神医療の抜本的
改革は待ったなしで，人権侵害が続くことは許
されない．2023 年８月には滝山病院の暴行事
件を受け，滝山病院問題を考える市民と議員の
連絡会議が発足し，やどかりの里も賛同団体に
なった．宇都宮病院の入院患者暴行死亡事件発
覚から 40年．真に精神医療改革を実現すべく，
当事者や家族，医療関係者とともに精神医療・
保健福祉改革の運動を進めなければならない．
　人権裁判も大きな節目を迎える．2018 年１
月に始まった優生保護法被害裁判は，最高裁大

法廷での口頭弁論期日が５月 29日に決定した．
国の誤った優生政策が多くの人の尊厳を踏み
にじり，障害のある人への差別・偏見を社会の
中に根深く植えつけた事実は重い．司法は優生
政策を推し進めた責任を認め，全面解決となる
のか．立法府が裁判の結果を受け，どう対応す
るのかも重要だ．この裁判はわが国の人権の基
準値を問う裁判でもある．人権の砦である最高
裁の判断がどう下されるか，重要な局面だ．
　生活保護基準引き下げ違憲訴訟は，１月の鹿
児島地裁，富山地裁の勝訴に続き，２月には津
地裁判決で 16 例目の原告勝訴となった．これ
までの裁判で初めて，厚生労働省が生活保護費
10％削減という自民党の「選挙公約に忖度」し
た引下げであったことを認定し，「専門的知見
を度外視した政治的判断」と厳しく指摘した．
地裁での裁判は残りわずかとなり，これからは
高裁での期日が予定されている．2013 年から
始まった違憲訴訟．今なお厳しい生活を続ける
人がいる中で，やどかりの里の原告を応援しつ
つ，早期解決に向けて運動を続けていかなけれ
ばならない．

２）障害分野では
　障害者総合支援法に組み込まれた規制緩和
で営利企業が運営する事業所の広がりが止ま
らない．成果主義・効率効果を求める仕組みは
実践のあり様を変質させた．障害福祉の市場化
は専門性の低下につながり，職員確保の困難も
重なり，経営の不安定さを招いている．


